
様式１
令和○年○月○日　

岩手県北上川上流流域下水道事務所長　様
住所
商号又は名称
代表者職・氏名　　　　　　　　　　
※共同企業体の場合は、代表者を筆頭（「代表者」と表示）に、全ての構成員が記名すること。
参加意思確認書

　下記業務への参加意思がありますので、参加意思確認書を提出します。
なお、当該業務に係る「参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示」（以下「公示」という。）４(1)及び(2)（共同企業体にあっては４(3)）の応募要件に該当する者であること並びに本書及び添付書類の記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
記
１　応募する業務　例：○○浄化センター（○○設備）○○設備ほか点検整備業務委託

２　岩手県が定める競争入札参加資格者名簿（応募時において有効なものに限る。）への登載の有無
（いずれかに〇を付すこと）※共同企業体の場合は、全ての構成員の状況が確認できるよう、様式を修正して記載すること。
　(1) 有　（いずれかに○を付し、登録番号を記載すること）
　　・　庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿（登録番号：　　　　　　）
　　・　建設関連業務競争入札参加資格者名簿　（登録番号：　　　　　　）
　　・　県営建設工事競争入札参加資格者名簿　（登録番号：　　　　　　）
　　・　物品購入等競争入札参加資格者名簿　　（登録番号：　　　　　　）
(2) 無
別添の書類を提出すること（本業務の公示の日から１年前までに当該書類を提出済の者を除く。）

３　宣誓事項
　私（共同企業体の場合は、全ての構成員）は、次の事項に相違ないことを宣誓します。
(1) 地方自治法施行令第167条の４第１項及び第２項各号のいずれにも該当しません。（又は、被補助人、被保佐人若しくは未成年者だが契約締結のために必要な同意を得ています。）
(2) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法に基づく再生手続開始の申立てはなされていません。
(3) 手形交換所による取引停止処分、主要取引銀行からの取引停止等の事実はなく、経営状態が著しく不健全ではありません。
(4) 安全管理の改善に関し、労働基準局等から指導を受けておりません。（又は、労働基準局等から指導を受けましたが改善済みです。）
(5) 労働者への賃金の不払いはありません。
(6) その他の不正、不公正又は不誠実な行為はありません。

４　受注実績について
別紙１「受注実績調書」のとおり。

５　本件責任・担当者職氏名・連絡先　※共同企業体の場合は、その代表者に係る情報を記載すること。　　
	本件責任者職名・氏名
	

	担当者職名・氏名
	

	電話番号
	

	ファクス
	

	電子メールアドレス
	


　　注　電話等により責任者等の在籍を確認する場合があること。

※受任者（代理人）が提出する場合は、委任状を（押印省略不可）を参加意思確認書の提出期限までに持参（岩手県外の事業所に勤務若しくは住居に居住する者が持参する場合を除く。）又は郵送により提出すること（過去に有効な委任状を提出している場合を除く。以下同じ。）。なお、共同企業体の場合であって、受任者（代理人）が記名する構成員があるときは、該当する構成員に係る委任状を全て添付すること。
※共同企業体が提出する場合は、共同企業体協定書（写し）を添付すること。
※２(1)の「岩手県が定める競争入札参加資格者名簿の登録番号」の記載方法は、次のとおりとすること。
・庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿
岩手県公式ホームページの「庁舎等管理業務競争入札参加者名簿」（入札書の提出の日において有効なものに限る。）において公表している名簿の「受付地区－受付№－本支店地区」を参照し、「○－○○○○－○」と記載すること。
・建設関連業務競争入札参加資格者名簿
岩手県公式ホームページの「（建設関連業務）競争入札参加者名簿」（入札書の提出の日において有効なものに限る。）において公表している名簿の「資格者名簿番号」を参照し、「○○－○○○○」と記載すること。
・県営建設工事競争入札参加資格者名簿
岩手県公式ホームページの「県営建設工事競争入札参加者について」（入札書の提出の日において有効なものに限る。）において公表している名簿のうち、「業者番号（ＰＤＦファイルの場合は、企業名の上にある番号）」を参照し、「○○－○○○○○○」と記載すること。
・物品購入等競争入札参加資格者名簿
岩手県から送付された「物品購入等競争入札参加資格審査結果通知書」（入札書の提出の日において有効なものに限る。）の右下にある「受付番号」を参照し、「○○－○○○○－○○」と記載すること。


別　添

岩手県が定める競争入札参加資格者名簿（応募時において有効なものに限る。）
に登載していない者の提出書類について


１　暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者に該当しないことの誓約書（別紙２）

２　参加意思確認書を提出する日の属する年の前年に決算日の到来する営業年度の財務諸表
　(1) 法人の場合（次の全ての書類を提出すること。）
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ 株主資本等変動計算書
　(2) 個人の場合
　　①　確定申告書等で売上高及び自己資本額が確認できる書類

３　納税証明書
　(1) 全ての者
　　　消費税及び地方消費税の未納がないことの証明書（課税対象者に限る。）
　(2) 岩手県内に本店又は営業所を有する者
岩手県における県税の未納がないことの証明書
(3) (2)以外の者
　　①　法人の場合
法人税の未納がないことの証明書
　　②　個人の場合
所得税の未納がないことの証明書

４　雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入を確認できる書類
　(1) 雇用保険
　　①　加入義務がある場合
・労働（雇用）保険の保険料申告書（写し）
　　　・直近１回（期）分の領収書等、払込状況を確認できるもの（写し）
※労働保険に関する事務処理を労働保険事務組合に委託している場合は、次の書類を提出するものとする。
・事務組合発行の保険料納入通知書（写し）
・直近１回分の領収書等、払込状況を確認できるもの（写し）
　　②　加入義務がない場合
　　　・雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことの誓約書（別紙３）
　(2) 健康保険及び厚生年金保険
　　①　加入義務がある場合
・日本年金機構の年金事務所発行の保険料の直近１回分の領収書等、払込状況を確認できるもの（写し）
※健康保険組合に加入している場合は、次の書類を提出するものとする。
　　　・健康保険組合の保険料の直近１回分の領収書等、払込状況を確認できるもの（写し）
　　　・厚生年金保険の保険料の直近１回分の領収書等、払込状況を確認できるもの（写し）
　　※日本年金機構の年金事務所から適用除外の承認を受け、組合国保（中健国保等）に加入している場合は、次の書類を提出するものとする。
　　　・直近１回分の納入済額通知書（写し）（１人分以上）
・厚生年金保険の保険料の直近１回分の領収書等、払込状況を確認できるもの（写し）
　　②　加入義務がない場合
　　　・雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことの誓約書（別紙３）


別紙１
受　注　実　績　調　書
	契約の名称
（契約書と合致すること）
	　○○終末処理場○○設備点検整備業務委託

	実施又は施行場所
の住所
	　例：○○県○○市○○町○○地内

	対象設備設置
施設の名称
	　例：○○終末処理場　

	
	施設の区分
（○を付すこと）
	上水処理施設
	下水処理施設
	工業用水処理施設

	
	
	
	○
	

	受注実績の内容
（○を付すこと）
	点検整備
	修　　繕
	建　　設
	増　　築
	改　　築
	そ の 他

	
	○
	
	
	
	
	

	最終契約額
	円　　　　　

	履行期間
	　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

	発注者
（契約の相手方）
（担当部署・連絡先）
	　例：○○県（○○市、○○町、○○村、○○広域連合、○○一部事務組合、○○企業団）
　　　　　部（所）　　　　課　　　　係（電話　　　－　　　－　　　）

	受注者
(応募者名)
	　例：○○株式会社

	対象設備の区分
及び名称等


※設備区分が複数の場合は、当該業務における主たる対象設備の区分に係る設備について記載すること。
※同一設備区分内に設備が複数ある場合は、規模等が最も大きい設備について記載すること。
	設備区分
	大区分
	機械設備　　　・　　　電気設備

	
	
	小区分
	マンホールポンプ設備

	
	設備の名称
	

	
	設備の型番
	

	
	設備のメーカー
	

	受注した内容



※規模等が同等以上であるとした理由を確認できるよう、具体的に記載すること。
	











※契約書、特記仕様書、金抜設計書及び図面の写しを添付すること。ただし、岩手県北上川上流流域下水道事務所からの受注実績にあっては、添付を省略できるものであること。
※必要に応じて関係書類の追加提出を求める場合があること。
別紙２
年　　月　　日
岩手県北上川上流流域下水道事務所長　様
住　所
商号又は名称
代表者職・氏名　　　　　　　　　　
※共同企業体の場合は、構成員ごとに提出すること。

暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことの誓約書
私は、岩手県が岩手県暴力団排除条例（平成23年岩手県条例第35号。以下「条例」という。）に基づき、岩手県流域下水道設備点検整備業務委託の発注により暴力団を利することとならないよう、暴力団、暴力団員及びこれらの者と密接な関係を有する者を排除していることについて、下記参照の記載事項を読み了解した上で、下記事項について誓約します。
記
１　条例第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者のいずれにも該当しません。

２　本誓約書１の該当の有無を確認する場合、本誓約書、参加意思確認書その他の書類の全部又は一部（書類の記載内容の抜粋を含む。）を岩手県警察本部に提供することに同意します。

３　岩手県警察本部からの通知又は岩手県からの照会に対する岩手県警察本部からの回答により、本誓約書１に該当することが確認された場合、岩手県流域下水道設備点検整備業務委託の公募への応募資格の不認定その他の排除措置に従います。

４　岩手県流域下水道設備点検整備業務委託の公募への応募資格の不認定その他の排除措置を受けた場合、岩手県が住所所在地、氏名又は名称並びに排除措置理由及び内容を岩手県公式ホームページへの掲載その他の方法により公表することに同意します。

―　参　照　―
１　暴力団
　　その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。
２　暴力団員
暴力団の構成員をいいます。
３　これらの者と密接な関係を有する者
暴力団又は暴力団員であることを知りながら次に掲げる行為を行った者をいいます。
　(１)　暴力団員を役員等経営幹部とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させている者
　(２)　暴力団員を雇用している者
　(３)　暴力団又は暴力団員を代理人、受託者等として使用している者
　(４)　暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与える者
　(５)　暴力団又は暴力団員を問題解決等のために利用する者
　(６)　暴力団又は暴力団員と密接な交際をする者
　(７)　暴力団又は暴力団員であること又は(１)から(６)までのいずれかの行為を行う者であると知りながら、その者に下請等（再委託を含む。）をさせる者
	※岩手県暴力団排除条例（平成23年岩手県条例第35号）抜粋
[bookmark: SOZAINO_19-0][bookmark: JUMP_JYO_2]（定義）
[bookmark: SOZAINO_20-0][bookmark: JUMP_KOU_1]第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
[bookmark: SOZAINO_21-0][bookmark: JUMP_GOU_1](１)　 ［略］
[bookmark: SOZAINO_22-0][bookmark: JUMP_GOU_2](２)　暴力団　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。
[bookmark: SOZAINO_23-0][bookmark: JUMP_GOU_3](３)　暴力団員　法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
[bookmark: SOZAINO_24-0][bookmark: JUMP_GOU_4][bookmark: SOZAINO_26-0][bookmark: JUMP_GOU_6][bookmark: SOZAINO_25-0][bookmark: JUMP_GOU_5](４)～(６)　 ［略］
（県の事務における措置）
第６条　県は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第２条第２項に規定する公共工事の発注、物品の購入その他の県の事務（以下「公共工事の発注等」という。）により暴力団を利することとならないよう、公共工事の発注等から暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を排除するため必要な措置を講ずるものとする。

※　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）抜粋
（定義） 
第２条 　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
１ 　［略］ 
２ 　暴力団　その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 
３ ～５ 　［略］ 
６ 　暴力団員　暴力団の構成員をいう。 
７及び８　［略］ 



別紙３

年　月　日

岩手県北上川上流流域下水道事務所長　　　様


（業者名）　　　
氏名　　　　　　　　　　　　
※共同企業体の場合は、構成員ごとに提出すること。



雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことの誓約書

　下記記載の内容に相違ないことを誓約します。

記

□　雇用保険について、労働者を雇用していないので、加入義務がありません。

□　健康保険及び厚生年金保険について、適用事業所となっていないので、加入義務がありません。


















　※該当する項目に☑を付すこと。

